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○山井委員 三十分間、質問をさせていただきます。この臨時国会の最大のテーマである外国人労働者あるいは

移民の受入れ拡大について、法務省と根本大臣に質問をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、私の基本的な認識を言いますと、今回、外国人労働者を受入れを拡大する前に、今の技能実習生が

どのような状況に置かれているのか。国連からは、これは奴隷労働じゃないかという批判すら出ております、人

権侵害という批判も出ております。その現状を認識してどう改善するかを抜きにして、拡大の議論というのはよ

くないと思っております。もちろん、人手不足ですから、外国人労働者の拡大は私は必要だと思っておりますが、

それはしっかりと、日本人と同等の人間らしい暮らし、労働条件を確保することが前提であるというふうに思っ

ております。 

 私も二年間、以前スウェーデンという国に留学しておりまして、八百数十万人のうち百万人以上が政治難民や

移民でありまして、私も一緒に、イラク、クルド、ソマリア、アフガニスタン、カンボジアの難民、移民の方と寮

生活もしましたし、二年間、スウェーデン語の語学学校で、そういう方々と一緒に勉強させていただきました。で

すから、多民族の共生社会というものを私は推進すべきであると思っておりますが、やはりプラス面、マイナス

面、正直言いまして両方あります。 

 何よりも、しっかりと人を大切にする政策を進めて、来てくださる外国人労働者が日本を好きになっていただ

く、そういうことが大前提、そう考えたときに、今回の法案というのは時期尚早で、この国会での成立というのは

あり得ないというふうに考えます。 

 きょうは、中国の技能実習生の方がお三方、傍聴にも来られておられます。三人とも、労働災害、大きなけがを

技能実習でされた方であります。後ほど具体的な話もさせていただきたいと思いますが、まず、配付資料を見て

いただけますか。 

 連日、多くの技能実習生の方々のお話を私たちは直接聞かせていただいております。この一ページ目の記事に

ありますように、私もショックを受けましたけれども、建設を学ぼうと思って日本に来た、そうしたら、知らない

間に福島で除染作業をさせられて非常に危険な仕事だった、こういうことがあるんですね。これは完全に人権侵

害です。ひどい、余りにもひどい。 

 さらに、この女性の方々、残業代三百円。そして具体的な資料は、この配付資料の十七ページ、十八ページに、

ヒアリングした内容を書いてあります。一カ月休みなし、朝八時から夜中二時まで働かされる。一カ月休みなし、

体を壊して病院に行きたいと言っても行かせてもらえない。残業代不払いが、この資料にあるように、一人の方々、

三百万、四百万、五百万、それを払ってくれと労働組合や弁護士を通じて言っても全く払ってくれない。 

 日本人にこういう仕打ちをするなんてことは、普通は私は考えられないと思います。残念ながら、これはもう

外国人差別と言わざるを得ないんじゃないか。こういう状況、私は与野党を超えて、一旦、技能実習生がどういう

状況に置かれているか、私も正直言って知らないことが多々ありました、知らねばというふうに思っております。 

 一面の、この記事に出ている方々の中にも、余りにも仕事がきつくて自殺未遂を図られた方もおられます。 

 次のページ、二ページ目、繰り返しますけれども、残業代が三百円、一カ月の休みが一日、毎日八時から十二時

まで、十一時まで、夜中二時まで働かされる。こういうことを今回拡大して、新しい特定技能一号にして、本当に

これはいいんでしょうか。 

 例えば、この二ページのヒアリングに来られたカンボジアや中国の方々は、三百万、四百万円の残業代を払っ

てほしい、日本が好きで、日本政府を信じてきたのに、どうしてこんな仕打ちをするんですかということを非常

に嘆いておられました。 

 次のページ、三ページ目、お願いします。三ページ目の写真に男性の方がおられますけれども、この男性の方は

カンボジアの方で、段ボール工場で仕事をしていて、指を三本切断する大けがを負ってしまった。大けがですよ、

指三本。雇用主からは、仕事ができないんだったら帰れ、帰国しろと言われた。治療を受けさせてくれ、あんまり

だというふうになって、訴えておられました。つまり、労働災害に関しても余りにも無責任。 

 次のページ、お願いします。四ページあるいは五ページ目ですね。それで、五ページ目のこの記事にもあります



ように、私たちはこういう技能実習生の現状を知る中で、こういう非人間的な扱いを放置したまま固定化、拡大

化したら国際問題になる、あるいは日本社会が崩れるんじゃないか。これは外国人かわいそうねという話じゃあ

りませんよ。最低賃金割れ、残業させ放題、残業代も払わない、けがをしてもほったらかし、こんなことを許した

ら、私、日本の国の品格が問われると思います。 

 法務省にお伺いしたいと思います。 

 きょうの十二時に、今後の見込み数が発表になりました。例えば、五年後までに二十六万人から三十四万人。今

後、技能一号なりに入られる方の何割ぐらいが技能実習から移行すると見込んでおられますか。 

○佐々木政府参考人 お答えいたします。 

 今回お示しをいたしました見込み数でございますけれども、各業種ごとに業所管庁が、それぞれの業種の特性

に応じた見込み数の計算をしております。 

 その中で、技能実習職種がある業種につきましては、それぞれ実際に技能実習を入れていらっしゃる方々から

のヒアリングなどを通じて、どのくらいの方が移行される御希望があるかということを聞き取った上で算出した

ものと理解をしています。 

 その中で、業種によっては三、四割、今いらっしゃる技能実習生のうちの三、四割と言っている業種もあります

し、七割ぐらいと置いている業種もあります。そういう計算式で算出したものでございます。 

○山井委員 あえてお聞きします。平均何割ぐらいですか。三、四割の業種や七割ぐらいというのもあったけれ

ども、平均すると何割ぐらいと理解したらいいですか。 

○佐々木政府参考人 ちょっと今手元にはございません。 

○山井委員 重要なことは、三、四割、あるいは業種によっては七割、技能実習から移行するということは、今の

技能実習制度が人権侵害で腐っていたら、それがそのまま移行するんですから、大変なことになるということな

んです。だから、私たちは、今、技能実習制度って、どうなっているのと。まさにきょうもお越しをいただき、連

日、実際の声をお聞きしております。 

 それで、次の六ページを見てください。先週金曜日、一つの裁判の判決が出ました。六ページ、この中国人の女

性ですね。この方が、セクハラと残業代未払い、それで訴えておられた、三年前から。ここの資料にありますよう

に、朝八時から深夜まで作業が連日行われた、この残業代が払われていなかった。さらに、セクハラも受けたとい

うことであります。しかし、セクハラについては認定されなかった。目撃証言が十分でないというような理由だ

と聞いております。 

 ここ、何を言いたいのか。この実習の女性は、「セクハラは辛くて、耐えられませんでした。監理団体に訴えた

けれども、対応してくれませんでした。農家と監理団体に責任を取ってもらいたい。日本の司法は公正だと信じ

ています」。しかし、認定をされませんでした。結局、ここに書いてありますね、「セクハラが次第にエスカレー

ト」。六ページ、農家経営者から体をさわられるなどのセクハラを受けるようになった。 

 次のページ、七ページ、実習生ネット通信、この事件について書いてあります。右上にありますように、毎晩遅

くまで仕事をしたから、この右上の写真、指がぼろぼろになった。ぼろぼろになりながらも、残業代は三百円。お

まけに、その残業代も払われなかった。そして、この左下に書いてありますように、受入先から胸やお尻をさわら

れる、父親が何とかを露出して歩き回る等、セクハラの被害に日常的にさらされた。やはり、これは本当に、百万

円近い借金を背負ってこられているから、逃げようと思っても逃げられない。 

 これはもちろん日本人でも大問題ですよ。もちろん、被害に遭った人たちだけから、私たちもヒアリングを受

けたり弁護士さんに聞いていますから、残念ながらひどいケースが多いです。しかし、一つ、これが現実なんで

す。 

 次のページ、九ページ。 

 これも余り読み上げたくないんですけれども、水戸であったセクハラと残業代未払いの事件、下の方を読み上

げさせていただきます。雇用している方が、Ａさんに対し、きれいだとか結婚してくれと言い、日常的にＡさんの

肩や尻をさわってくるようになった。シャワーを浴びているＡさんに、シャワー室の外から一緒にシャワーを浴

びたいと言ったり、勝手に部屋に入ってきたこともあった。 



 こういうふうな、ただ、繰り返し言っておきます、これは裁判では認定をされませんでした。女性の方の言い分

であります。 

 それで、次の八ページを見てください。 

 例えば、どういうことが技能実習の現場で起こっているか。赤線を引きました、八ページ。八ページの右。 

 ある地域では、農家の許可がない状況において無断で自転車に乗ることを禁止する、他の研修生あるいは農家

の家に滞在することを禁止する、大勢で集まり是非を論じること、無断で研修生間の争いを解決することを禁止

する、地区をまたいで行動することを禁止する、仕事又は外出時は赤色の帽子をかぶらなければならない。 

 次のページ、お願いをします。十一ページですね。 

 例えば、十一ページにあった事件では、四年前の事件です。福井の二十二歳の中国人の研修生が、異性、男性の

家に泊まった、何回か泊まった。それによって強制帰国ということで、空港に連れていかれて、これがそのときの

写真です。何とか、支援団体が、強制帰国だけはやめさせてくれということで必死になってとめて、強制帰国は免

れた。この後、相手の男性の方と結婚して、今は幸せに暮らしておられる。 

 でも、異性の家に泊まったからといって強制帰国される。これって許されるんですか、そういうことって。大人

ですよ。注意を受けるとかはあるけれども、強制帰国はやはり、そこまでできるものですか。 

 さらに、いろいろなことをしないために、次の十四ページ、お願いします。十四ページの左のところ。兵庫県の

事件では、失踪しないようにパスポートを取り上げる、パスポートを取り上げて逃げられないようにしている。

そういうケースすらあるんですね。 

 労基法違反で残業代も払われない、そして、逃げられないようにパスポートを取り上げられたり、あるいは異

性の家に泊まったら強制帰国させられる。 

 根本厚労大臣、これは、法案が法務省だとか厚労省だとかは関係なく、日本人、外国人関係なく、人間らしい労

働条件を確保しないと、日本を好きになって帰っていただかないとだめなんです。こういう技能実習制度の現状、

根本大臣、いかが思われますか。 

○根本国務大臣 委員おっしゃるように、海外から来られた方、やはり日本との共生社会をきちんとつくってい

く、外国人の受入れ環境の整備をきちんと進める、これが私も大事だと思います。 

 今、さまざまな委員からの御指摘がありました。技能実習制度のもとで、一部の監理団体あるいは受入れ企業

において、実習生に対して、最低賃金を下回る報酬や、残業代未払い、長時間労働などの労働基準法違反、こうい

う労働関係法令違反や旅券の取上げなどの人権侵害行為といったさまざまな問題、今先生の御指摘のように、さ

まざまな問題が見られるという指摘を受けていたことから、制度を見直して、昨年十一月に技能実習法を制定し

て、新たに施行しております。 

 この技能実習法に基づいて、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制の導入、技能実習生への人権侵害の禁

止規定や、人権侵害を行った監理団体や実習実施者に対する罰則規定の整備、技能実習生からの相談受け付け体

制の整備、外国人技能実習機構による、監理団体や実習実施者による、実地検査の実施などにより、制度の適正化

を図っているところであります。 

 そして、労働基準監督署においても……（山井委員「短くしてください、ちょっと質問時間がないので」と呼

ぶ）はい。労働基準監督署においても、四万八千の実習実施者に対し、重点的に指導監督を行っているところであ

り、違反があれば是正を図らせております。さらに、たび重なる指導にもかかわらず是正しないなど悪質な場合

には、書類送検を行うなど厳正に対処しておりますし、これからも厳正に対処していきたいと思います。 

○山井委員 残念ながら、それは机上の空論で、全く改善、十分にされていないんですよ。理屈はわかるんです。

実態は悲惨なんですよ、これは。その結果、七千人もの方が失踪をされているわけです。失踪というより、これは

緊急避難と言えるかもしれません。 

 きょうお越しになられている三人の方、簡単に御説明させていただきます。 

 後ろの方から順番に、Ａさんは、レタス農家で作業中に車にひかれて足を負傷、そして入院をされました。しか

し、その入院をされて治療する間、給料も払われない。 

 そして、Ｂさんも、建設の解体現場で十二メートルの高いところから落下して背骨を二本折った。この方も、支



援団体とか弁護士さんが相談に乗るまでは、労災も受けられず、十分な休業後の補償もなかった。そして、安全ベ

ルトはなし。 

 もうお一方は、カキの養殖。カキの養殖を、いかだというものの上に乗って、こうやって針で突くわけですよ。

それで、こうやって揺れているわけですから、その針が目に入ってしまった。それで片目がもう失明寸前で、光し

か見えなくなってしまっている。こういう技能実習生が大けがをされたのは、この方一人じゃなくて、ほかにも

そういうけがをしたり、最悪、同じ職場の人で、船から落ちて亡くなってしまった方も技能実習生でおられると

いうんですよ。 

 今、事前にお話をお聞きしました。お三人の方々は、自分たちも日本が好きで来たんだから大切に扱ってほし

い、日本人と同等に扱ってほしい、そして、けがをしたらちゃんと治療を受けさせてほしい、治療を受けるだけじ

ゃなくて、貧しくて生活にも困っているんだから、その間の給料を払ってほしい。これは当たり前じゃないです

か、人間として。これはやはりひどいですよ。ひど過ぎる。 

 だから、物には順序があって、この状況を改善した上で広げようというんだったらいいですよ。これは本当に

人権問題ですよ。国連からも奴隷制度じゃないかと言われたりもしているんです。 

 そこで、根本大臣、ぜひ一度、きょうもお越しになっておられますが、こういう本当に劣悪な処遇を受けておら

れる技能実習生御本人と会って、直接話を聞いていただけませんか。 

○根本国務大臣 技能実習生にかかわるさまざまな問題、課題、私も、把握の仕方はさまざまあると思います。さ

まざまな取組の中で、さまざまな状況を勘案しながら、対応すべきものをきちんと対応していくということで臨

んでいきたいと思います。 

○山井委員 だから、きょうも来られていますが、こういう本当に劣悪な処遇で大変な苦労をされている方々に

会って、直接、お話を聞いていただけませんかというお願いです。お答えください。 

○根本国務大臣 さまざまな課題、問題、いろいろなやり方、把握の仕方があると思います。その中で、私も、こ

の具体的な問題、課題は何か、そういうことを踏まえて、制度が適正なものになるよう、そして制度がしっかりと

運用できるように取り組んでいきたいと思います。 

○山井委員 根本大臣、じゃ、会わないということですか。どういうことですか。はっきり答えてください。わか

りません、どういう意味かが。 

○根本国務大臣 さまざまな把握の仕方があるということだと思います。 

○山井委員 私、これは与党、野党と言っているんじゃないんですよ。これは国際問題になりますよ。人権問題に

なりますよ。こういう状況を放置して拡大するなんて、とんでもありませんよ。これは余りにもひどいじゃない

ですか。 

 私も偉そうに言えるわけじゃないですけれども、私も最近本当に勉強しているぐらいですよ。ただ、今拡大し

ようとするから、根本大臣に言っているんです。 

 では、法務省にお聞きしたいと思います。 

 きょう、これが出てきましたね。じゃ、これ、例えば、初年度介護五千人となっています。ということは、初年

度は五千一人になったら、もう締切りというふうに理解していいですか。それとも、これは見込みであって、い

や、気がついたら六千人とか五千五百人でもいいですよということなんですか。どっちなんですか。 

○佐々木政府参考人 お答えいたします。 

 きょうお示しした数につきましては、今時点で、各業所管庁が、その業種における外国人材の受入れの見込み

数を示したものでございます。正式な形では、分野別運用方針ができましたときに数として盛り込まれるもので

ございます。 

 この数でございますけれども、制度の趣旨に沿って、それぞれの業の特性や人手不足の状況等を踏まえながら

業所管省庁が推計したものでございますので、この数字を超えて外国人材を受け入れるということにはなりませ

んので、その意味で、向こう五年間の受入れ数の上限となると考えてございまして、この五年後の数字が上限と

して扱われると考えております。 

○山井委員 ということは、質問に答えてください、初年度の介護は、五千一人になるということはないという



ことですね。五千人の段階でぴたっと、それが十月であろうが九月であろうがストップするということですね、

上限ということは。 

○佐々木政府参考人 お答えいたします。 

 今の時点での見込みだということを申し上げた上で、五年後の数値を上限として扱うということでございます

ので、この二列目にある数値を五年間の中で受け入れることが可能になると考えているものでございます。 

○山井委員 ということは、一年目は五千人を超える可能性はあるということでいいですか。 

○佐々木政府参考人 今申し上げました考えですと、あります。 

○山井委員 ということは、あえてわかりやすく介護で言いますが、介護は五年後、六万人を超えることは絶対

ないですか。介護現場は、かなり人手、深刻ですよ。もっともっとという声が絶対出てきます。でも、六万人とい

う人数を絶対超えないという理解でよろしいですか。 

○佐々木政府参考人 先ほども申しましたように、最終的には、分野別運用方針が確定したところで決まる数値

でございますけれども、今の時点で各業所管庁がさまざまな観点から推計した数値でございますので、例えば、

大きな経済的な変化等がない限り、この五年後の数値、分野別運用方針で確定した数値を上限として扱ってまい

ります。 

○山井委員 ということは、人手不足が深刻化した、経済状況が変化したと言えば、七万人になる可能性もゼロ

ではないということですか。 

○佐々木政府参考人 今申し上げましたように、非常に大きな経済事象の変化があったということの場合には変

わり得る、上にも下にも変わり得ると考えておりますけれども、当面、繰り返しになりますが、分野別運用方針で

示される見込み数を上限として使うというものでございます。 

○山井委員 ということは、絶対上限でない、変動し得るから本当の上限ではないというふうに理解をいたしま

す。 

 それで、ここにありますように、実は、この七千人失踪と言われていますけれども、実際は緊急避難なのではな

いかと思っております。ここに、失踪動機について、低賃金、契約賃金以下、最賃以下というのがありますけれど

も、なぜか、この取りまとめでは、より高い賃金を求めてというふうに変わっているんですね。 

 より高い賃金を求めてというのは、ぜいたくなような気がするんですけれども、なぜこれを変えたんですか。

質問項目にないじゃないですか、より高い賃金のためなんて。今言ったように、低賃金で苦しんでいるわけです

よ。これは、なぜこれを変えたんですか。 

○佐々木政府参考人 この取りまとめを行いましたときに、低賃金を理由に失踪するということは、すなわち、

より高い賃金を求めて失踪したものと考えられましたことから、一般的にわかりやすい表現であると考え、この

ような表現ぶりでまとめたものです。 

 他方で、今委員御指摘のように、低賃金を失踪動機として挙げている方の中には、契約賃金以下あるいは最低

賃金以下の賃金であることを理由に失踪をしている技能実習生もありまして、そのような境遇にあられた技能実

習生も含めて、皆さん、より高い賃金を求めて失踪したと印象づけるような表現は必ずしも妥当ではないという

御指摘もいただいておりまして、今後、より適切な表現ぶりを用いるよう検討してまいります。 

○山井委員 勝手に表現を変えちゃだめじゃないですか。捏造ですよ、これは。印象が全然違いますよ。これは、

もともと低賃金によりということで修正すべきじゃないですか。いかがですか。 

○佐々木政府参考人 今お示しいただいたその資料の今後の扱いも含めて、検討いたします。 

○山井委員 ぜひ修正してください。これは捏造です。改ざんです。印象が全く違います。 

 それで、このことに関して、ここに、契約時と仕事内容が違うかとか、日給が幾らとか、いろいろ重要な情報が

あります。プライバシーの部分を隠して結構ですから、実態、どういう状況で技能実習生が働いているのか、暮ら

しているのか、ぜひともこれを早急に、二千八百枚、出していただきたいと思います。 

 そのことと、個票を二千八百枚出していただきたいということと、そもそも、これは去年既に終わっている調

査ですから、これについての集約した、まとめのアンケート結果というのがあるのかどうか、その二つをお答え

ください。 



○佐々木政府参考人 まず、お求めをいただきました、この個票、聴取票につきましてですけれども、これは失踪

した技能実習生から任意に聴取した情報でありまして、これが開示されることになれば、今後の調査等への協力

が得られなくなる可能性があり、今後の調査業務に与える影響があると考えております。 

 加えて、聴取票の記載内容は個人に関する情報そのものであり、これを開示すれば個人の特定につながり、ま

た、技能実習生のみならず、受入れ機関や送出機関の個人情報も含まれておりますので、このような方々のプラ

イバシーの観点からも問題がありまして、調査票そのものの開示には応じられないということを御理解いただき

たいと思います。 

 もう一つお尋ねの、この調査の結果をまとめたものをお示しするということにつきましては、ただいま精査を

しておりますので、鋭意検討中ということでございます。 

○山井委員 時間が終わりましたので締めくくらせていただきますが、ぜひ、今おっしゃった、この取りまとめ

た資料、精査中、出す予定だということですから、この委員会に出してください。 

 さらに、これは深刻な問題ですよ。国際的に奴隷労働じゃないかと言われているんですよ。人種差別国家なん

ということが国際的に日本が見られたら、これは本当に日本の大変な汚名になります。その意味では、どういう

現状にあるのか、与党も知らない、法務省も知らない、野党も知らない、そんな状況で拡大できるはずありません

から、この二千八百枚の個票も、ぜひこの委員会に出していただきたい。これは法務省だけの問題じゃないんで

すよ、労働条件の問題ですから。 

 そして、最後に、ぜひともこのことに関して集中審議、そして入管法に関して連合審査、これを早急にやってく

ださい。ぜひともそのことを強く委員長に申し上げて、質問を終わります。 

 いかがですか、委員長。 

○冨岡委員長 理事会で諮らせていただきます。 

○山井委員 ありがとうございました。 


